
費用の記載がないものは無料。申込方法の記載がないものは申込不要。
対象に記載のないものは市内在住・在勤のかたが対象。
申込方法がQRのみのものは、リンク先に詳細を記載。６月が納期月の市税

【市県民税（普通徴収１期）】
・納め忘れのないようお願いします。
・納付は便利で確実な口座振替をご利用ください。
・�市の窓口や金融機関に加え、全国のコンビ二でも納付
できます。スマホ決済、地方税お支払サイトもご利用で
きます。
問 市役所収税課　☎０７４５－４４－３３１０

香芝市福祉活動支援補助金

（子育て環境整備分）

子育て世帯の利用に配慮した環境整備に関する事
業費を補助します。
【補助対象者】

活動の拠点が市内にあり、次のいずれかを満たす団体
・�社会福祉法人、特定非営利活動法人、地域において
継続的に社会福祉活動を実施している市民団体

・�飲食、物販、医療など不特定多数の利用が見込まれる
事業者

・自治会
【補助金の対象となるもの】
◆物品の購入（上限１０万円）

授乳スペースやおむつ交換スペース、キッズスペース
の整備で必要な物品の購入に係る経費
（例）おむつ交換台、ベビーマット、パーテーション、授乳
用カーテン、授乳用チェア、電気ポット、クッションマット、
子ども用椅子など
◆工事の施工（上限２０万円）

授乳スペースやおむつ交換スペース、キッズスペース
の設置または改修を行うための工事の施工に係る経費
【募集期間】
６月１日（月）～１２月２８日（月）
＊令和９年２月２８日（日）までに事業を完了する必要
があります。
【留意事項】
・�予算の範囲内での補助となります。申請を検討されて
いる場合は、早めの申請をお願いします。

・審査の結果、対象とならない場合があります。
・�事業の実施状況について、広報紙などで紹介させてい
ただく場合があります。
問 総合福祉センター児童福祉課� ☎０７４５－７９－７５２２

後期高齢者健康診査を受けましょう

病気の早期発見や重症化予防のために、健康診査を
受けましょう。
◆受診期限　令和９年２月２８日（日）
場 県内指定医療機関
（必ず事前に電話で予約してください。）
対 奈良県後期高齢者医療の被保険者
費 ５００円（当日は受診券、質問票、受診費用、マイナ保
険証または資格確認書をお持ちください。）
◆注意事項
・受診は期間中１回に限ります。
・次の①～③のいずれかに該当するかたは受診できません。
①�病院または診療所に長期入院（６か月以上継続して

入院）しているかた
②�事業主健診など、他で健康診査の受診機会がある

かた
③�施設（養護老人ホーム、障害者支援施設、介護保険

施設など）に入所されているかた
＊詳しくは市ホームページをご確認ください。
問 総合福祉センター国保医療課� ☎０７４５－７９－７５２８

ひとり親家庭等医療費受給資格証・心身障害者

医療費受給資格証の更新申請について

現在交付している受給資格証の有効期限は、７月３１日
（金）です。８月以降の受給資格証は更新申請が必要です。

対象者には６月上旬に申請書類を発送しますので、
更新申請をしてください。

なお、８月１日（土）以降の受給資格証は、申請書類
を確認後、７月末までに郵送します。
申 ６月１９日（金）までに申請書に必要事項を明記し、
郵送にて申請
問 総合福祉センター国保医療課� ☎０７４５－７９－７５２８

みつばのかしば写真募集

広報かしばに掲載する写真を募集しています。皆さま
からのご応募をお待ちしています。
＊掲載する場合は連絡させていただきます。
問 市役所秘書広報課　☎０７４５－４４－３３２３

◆受診期限　１１月３０日（月）　◆費用　無料
対 ７５歳、８０歳、８５歳（令和８年４月１日現在）の奈良県後期高齢者医療被保険者
申 口腔健診実施歯科医療機関（事前に電話などで予約してください。）
＊口腔健診実施歯科医療機関については、奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページを
ご覧いただくか、お問い合わせください。
持 ①健診券（はがき）②マイナ保険証または資格確認書
＊健診券は、５月下旬に奈良県後期高齢者医療広域連合より対象者へ送付されています。
問 奈良県後期高齢者医療広域連合事業課　☎０７４４－２９－８４３０

奈良県後期高齢者
医療広域連合

ＨＰ

「お口の健康診査」口腔健診を実施しています
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